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♪   『刑期なき収容』(現代書館)を読む 
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  6月某日、元・奈良新聞記者の浅野詠子さんから、新著『ルポ 刑期なき収容』が送られ

てきた。副題に「医療観察法という社会防衛体制」とある。2012年に『週刊金曜日』のル

ポルタージュ大賞に応募、佳作入選作になった論考が土台になっている。 

  きっかけは 2005 年に遡る。大和郡山市・小泉町の一角に医療観察法の専用病棟が計画さ

れ、地元で反対運動がおきた。「医療観察法に反対、だから専用病棟にも反対」という意

見はむしろ少数で、「近所に精神病院が来るのはイヤだ」というのが多数の反対理由であ

る。三万筆の署名は「とにかく反対」が集約されたものになった。 

  法律の正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の、医療及び観察等

に関する法律」と長ったらしい。刑法が想定する「犯罪者」のうち、同法 39 条が該当す

る「心神喪失者」「心神耗弱(こうじゃく)者」である場合には、刑罰の対象にならなかった

り、その罪が軽減されたりする。その人たちを対象にして「強制的に」治療をうけさせる

制度である。名目上の目的は、彼らの再犯を防止して。社会復帰をさせるために。 

 国がそうした施策に本格的に乗り出した理由はともかく、直接的な動機は「池田小学校

で児童を殺傷した宅間守の事件」であった。それ以前から燻(くすぶ)っていた精神障害者

を差別(→排除)する「世論」が政府を後押しした。 

 あんな危険な連中を野放しにするな。社会の「安全」を守れ、と。 

  ルポを書き始めるに当たって、著者の浅野詠子さんには、そうした関係図の概要が見え

ていた。ところが、その全体像を明らかにする作業は容易ではない。 

 例えば、膨大な予算を投じて、従来の公立病院とは別に、精神科の専用病棟が新設され

るのは公費の無駄遣いだ、という批判はすでに出されている。ところが、批判の前提とな

るべき、同法が期待した効果については、医師によっても評価はバラバラなのだ。 

 当事者がどう受けとめているかは更に不明である。そこを退院したあとの体験を話して

くれる人が見つからない。取材する側への不信があるのか。あるがままに喋ることを恐れ

る別の理由があるのか。著者は元患者たちを求めて東奔西走する。 

 浅野さんの「武器」の一つは情報公開法を駆使することである。ところが、役所が情報

を開示したがらない。法律が施行されて 8年半が過ぎた時点で、医療観察法の対象となっ

て入院した約 2500 人のうち、少なくとも 37人が自殺した。法務省と厚労省の担当者は、

そのことを「口頭で」明らかにした。が、「自殺に関する文書は存在しない」と言い張る。

メモすらもないのか、と浅野さんは食い下がる。 

  目配りの広さも本書の特長である。医療観察法は、実際的な運用面でも問題だらけだが、

それ以前に、理念それ自体について、専門の精神科医師のあいだにも、政治的な批判があ

る。「これは予防拘禁以外の何ものでもありません」。それは戦前の治安維持法と同じく

「社会防衛を目的とした保安処分の一つ」であると(74頁)。 
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 だが、著者は「イデオロギー的な」断罪で同法の議論を締めくくらない。問題の根源を

掘り下げ、ついに「薬物療法の潮流」に反旗をひるがえす方向に傾く。やがて「医療のな

かに、民主主義を息づかせる試みがある」(149 頁)という希望の発見に至る。 

 地域で仲間と暮らす。そこで、(精神科症状の)再発を受け入れてくれる文化を相互に求

めあう。そうした模索の中に明日を見いだそう、と浅野さんは訴えるのだ。 


